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午前１０時００分 開議 

○議長（加澤 明君） おはようございま

す。 

 出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、タブレットに配信しており

ます議事日程第３号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（加澤 明君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

 西村盛男議員の登壇を願います。 

西村議員。 

○１４番（西村盛男君） おはようございま

す。１４番、かがやきの西村盛男でございま

す。 

 一般質問に入ります前に、議長のお許しを

いただいて、一言申し述べさせていただきた

いと思います。 

我々の同志である田嶋孝安さんが１月に御

逝去されました。市議として、どんなときも

行動を共にした仲間であるとともに、時には

様々な助言をしてくださる人生の先輩であり

ました。必ずこの場に戻ってくると本人は決

意して闘病生活を送っておりましたが、それ

がかなわなかったことは、本人が一番悔しい

思いでおられると思います。 

これまで市政発展のために情熱を持って活

動してこられたその御功績に対し、この場を

お借りし、心から敬意を表したいと思います

し、このまちの未来が輝かしいものとなるよ

う、田嶋さんの思いを胸に、田嶋さんの分ま

で、今を生きる者として、その責任を果たし

てまいりたいと思う次第でございます。 

それでは、通告に従いまして、市政に対す

る一般質問をさせていただきます。 

行政問題の１件目、避難所における生活環

境の改善についてお伺いいたします。 

まずは先般、岩手県大船渡市で発生した大

規模山林火災につきましては、いまだ予断を

許さない状況下、現地で消火活動、救助活動

等に従事されている方々に敬意を表したいと

思いますし、これまで犠牲となられた方へ御

冥福をお祈り申し上げますとともに、被災さ

れた全ての皆様に対し、心からお見舞いを申

し上げる次第であります。 

そして、２０１１年３月１１日に発生し、

当市を含む東北地方を中心に未曾有の被害を

もたらした東日本大震災から、はや１４年が

たとうとしておりますが、当時から現在に至

るまで、地震や台風、豪雨などの自然災害は

激甚化、頻発化し、その影響は全国各地にお

いて今もなお大きな傷跡を残しております。 

こうした中、国においては、昨年１月１日

に発生した能登半島地震での教訓を踏まえ、

今後、抜本的に防災対策の強化を加速させる

こととしており、特に避難所における生活環

境の改善については、重要課題の一つとして

位置づけられました。 

この背景には、能登半島地震の際、避難所

での過酷な生活環境によって、エコノミーク

ラス症候群や体調悪化等によりお亡くなりに

なられる方々、いわゆる災害関連死が大きな

問題として取り上げられるなど、避難所にお

ける健康管理やプライバシーの確保、トイレ

不足、物資や食事提供の遅延、衛生環境の悪

化等が課題として浮き彫りとなった現状があ

ります。 

これらのことは決して他人事ではなく、い

つ、何どき、発生するか分からない自然災害

に対し、行政として地震や津波等への直接的

な対策のみならず、二次的被害から住民の生

命と健康を守るため、避難所における生活環

境の充実についても、今まで以上にしっかり

と目を向ける必要があります。 

これまで、当市におきましても、災害に強

いまちを目指し、様々な取組を進めてこられ

たと承知しているところではありますが、国

の令和６年度補正予算には、新しい地方経

済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備

型）が盛り込まれており、避難所の生活環境

の抜本的改善をはじめ、災害にも対応できる

地域づくりを目指す地方公共団体の先進的な
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取組を支援する方向が示されました。 

支援メニューの一例としては、快適なトイ

レや暖かい食事の提供、パーティションつき

簡易ベッドや入浴設備の導入等が示されてお

り、避難者の健康面や感染症対策、プライバ

シー保護等に配慮した生活環境の構築が目的

とされております。 

今後、国が防災庁の設置に向けた事前防災

の徹底や災害対処体制の強化など、防災立国

構築への歩みを加速させていく中、当市とし

ましても、これら交付金等を積極的に確保・

活用することを含め、官民連携、他自治体間

連携強化も図りながら、避難所環境の充実に

取り組んでいく必要があると考えます。 

そこで、次の２点を伺います。 

１点目、当市における避難所環境の現状と

課題について伺います。 

２点目、今後どのように取り組まれていく

のか、お伺いをいたします。 

次に、非常用物資の備蓄状況について伺い

ます。こちらにつきましては、先ほどの質問

項目と重なる点もあるかと思いますが、今回

は、項目を分けて質問させていただきたいと

思いますので、御了承願います。 

先ほど申し上げましたとおり、近年、全国

的に地震や豪雨、豪雪などの自然災害が頻発

している中において、いつ、何どき、発生す

るか分からない大規模災害に対する備えの重

要性がこれまで以上に高まってきておりま

す。 

災害備蓄については、自助、共助が基本で

あり、一人一人が日頃から必要な物資を備え

ておくこと、そして地域で助け合える体制を

しっかりと構築しておくことが何よりも重要

である一方で、しっかりとそれらを保管し得

る充実した公助も非常に大切であります。 

現在、災害備蓄に関しましては、乳幼児や

女性、高齢者、持病やアレルギーがある方な

ど、配慮が必要な方々に対しては、あらゆる

ニーズに寄り添った対応が求められるほか、

寒冷地を中心として、真冬の避難についても

大きな課題となっております。 

報道によれば、日本海溝・千島海溝地震発

生時、津波被害の想定地域は、本県で２２市

町村、その避難者数は少なくとも１８万人と

なり、このうち津波から命を守るための指定

緊急避難所では、屋外にある避難場所のうち

防寒対策ができているものは１割強にとど

まっているなど、政府が同地震への備えとし

て、避難時の防寒対策推進を掲げている中、

十分な対策は進んでいない現状が浮き彫りと

なったとのことでありました。 

当市におきましても、備蓄計画に基づき、

平時より計画的な災害備蓄に取り組まれてい

ることと思いますが、災害備蓄の充実に当

たっては、予算の確保、保管場所の確保と管

理、住民の多様なニーズへの対応、円滑な配

送・配布の仕組みなど、様々な課題もあるも

のと推察します。 

そこで、今後、公助を担う行政として、い

つ、どこで起こるか分からない大規模災害へ

の備えについて、以下の２点伺います。 

１点目、当市における非常用物資の備蓄状

況と課題について伺います。 

２点目、今後の取組についてお伺いをいた

します。 

次に、教育問題の１点目、当市における不

登校児童・生徒に対する取組について伺いま

す。 

文部科学省の調査によりますと、「２０２

３年度に学校を３０日以上欠席した不登校状

態にある小中学生は、全国で３４万人余り、

全年度と比較し、約４万７,０００人、率にし

て約１５％増となり、過去最多であった」と

の記載がございました。 

こうした状況を改善するために、令和５年

３月、国において、誰一人取り残されない学

びの保障に向けた不登校対策（ＣＯＣＯＬＯ

プラン）が取りまとめられました。 

これは、９０日以上の不登校であるにもか

かわらず、学校内外の専門機関で相談・指導

等を受けていない小中学生が全国で４万人を

超える中、多様な学びの場を確保し、不登校

により学びにアクセスできていない子供たち
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をゼロにすることなどを目指す計画となって

おります。 

また、青森県が県基本計画「青森新時代」

への架け橋の目指す姿の実現に向け、教育施

策における目標やその根本となる方針を示し

た個別計画、教育施策の大綱「あおもり未来

教育ビジョンＶｅｒ１.０」においても、多様

な教育ニーズへの対応として、不登校児童・

生徒への対策が明記されており、今後、社会

全体でこの現状を変えるために、悩みを抱え

る子供たち一人一人に寄り添った取組がこれ

まで以上に進んでいくものと考えます。 

当市におきましても、これまで市内学校へ

心の教育相談員やスクールソーシャルワー

カー等の設置をはじめとし、様々な取組を通

じて悩みを抱える児童・生徒に寄り添ってこ

られたと認識しておりますが、子供たちが抱

える問題が複雑、多様化する中、当市として

も、より充実した環境整備が求められるので

はないでしょうか。 

そこで、次の２点を伺います。 

１点目、当市における不登校児童・生徒の

現状と課題について伺います。 

２点目、今後の取組について伺います。 

次に、教育問題の２点目、教員の働き方改

革について伺います。 

現在、教員不足が全国的に深刻化している

中、教員の業務負担軽減、働き方改革の必要

性が叫ばれています。 

参考までに、昨年実施された県教員採用試

験の状況を見ますと、応募者数は、初めて１,

０００人を割り、９９８人、最終倍率は、前

年度比０.５ポイント減の２.８倍となるな

ど、教員不足の解消に向けて非常に厳しい現

状が浮き彫りとなりました。 

こういった状況が続くほど、必要な人材の

確保が難しくなるとともに、結果として、児

童・生徒への支援の質の低下や教員の負担の

増加を招くことが予想されます。 

教員不足の背景としましては、労働環境の

問題、特別支援学級数の増加、産休・育休を

取得する教員の増加など、様々な要因が混在

していると考えられますが、これらへの対応

として、本来は学校以外が担うべき業務を地

域やサポートスタッフに振り分けること、授

業時数や学校行事の負担軽減、部活動の運営

体制の見直し、学校ＤＸの推進等を含め教員

の業務効率化、労働環境の改善に向けた取組

が、現在、国を挙げて進められているところ

であります。 

当市においても、教員の働き方改革につい

て課題を整理しながら、様々な取組を行って

こられていると認識しておりますが、他自治

体での事例として、手書きの採点業務を大幅

に効率化するデジタル採点システムの導入や

教員の授業準備や資料策定等を担うスクール

サポートスタッフの充実、また、特に小学校

高学年における特定の教科を専門とする人材

が担任に代わり授業を受け持つ教科担任制に

ついては、自治体独自で導入している事例も

あると伺っております。 

教員の業務負担軽減を図りながら、教員が

児童生徒と直接向き合う時間を確保するため

にも、有益な取組であると考えます。 

これらの点を踏まえ、当市における教員の

働き方改革の現状と課題について、そして今

後の取組についての２点をお伺いいたしま

す。 

最後に、「放課後子ども教室」の取組につ

いて伺います。 

放課後子ども教室は、放課後や週末に小学

校や公の施設等を活用し、地域住民の参画を

得ながら、安心して多様な体験・活動ができ

る場を提供する、国が進める放課後対策事業

を指し、子供の居場所づくりを主たる目的と

しています。 

活動内容は、スポーツ、文化活動、体験活

動、学習支援等、地域の実情に応じて多岐に

わたっており、児童館に通っている、いない

に関係なく、全児童が対象であるほか、学校

や公共施設等を活用することで費用を低く抑

えることができ、保護者の経済状況による習

い事などの体験格差を埋めることにもつなが

るほか、児童と地域の方々とが交流すること
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により、多世代間交流が促進されることが期

待されます。 

本格的な実施に当たっては、学校施設等を

活用する場合、トラブルなどを懸念してなか

なか話が進まないケースや地域の受け皿・人

材をどう確保するか。また、持続的な事業展

開に向けた予算の確保など、様々な課題もあ

るかとは思いますが、何よりも未来を担う子

供たちに多様な選択肢を与えることにもつな

がる有益な取組であるとの思いから、当市の

御見解を伺うものであります。 

以上、壇上からの一般質問を終わります。

御答弁のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） ただいまの西村盛男

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

ただいまの西村議員御質問の行政問題の避

難所における生活環境の改善についての第１

点目、当市の現状と課題については私から、

そのほかにつきましては、教育長並びに担当

部長からお答えをさせますので、御了承願い

たいと存じます。 

避難所における生活環境の改善について

は、さきの能登半島地震における避難所生活

においても、備えが十分でないことに起因

し、健康被害がもたらされるなど、課題が見

受けられているところでございます。 

当市では、これまで三沢市避難所運営マ

ニュアルの作成や避難所へ初動運営キットを

備え付けることで、迅速かつ確実な避難所の

開設や運営となるよう対策に努めてまいりま

した。 

また、例年実施している三沢市総合防災訓

練においては、避難所の開設や運営の中で配

慮すべき点について、国が示すガイドライン

やマニュアルに沿った訓練を実施する等、事

前に手順を確認することで、災害発生時に生

かすことができるよう、取組を進めてきたと

ころでございます。 

さらに、近年では、女性視点での環境改善

にも配慮しながら、乳幼児の離乳食や粉ミル

ク、生理用品等の備蓄を行うとともに、昨年

７月には、市の若手職員を対象とした男女共

同参画の視点に立った研修会を開催したとこ

ろでございます。 

当市においては、これまで避難所の開設や

運営に重点を置き、進めてきたところでござ

いますが、今後の課題として、国の示すガイ

ドラインに基づく新たな視点を取り入れなが

ら、避難所の健康が維持されることを目標と

した環境改善に取り組むことで、避難所の質

の向上につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） 行政問題の避難

所における生活環境の改善についての第２点

目、今後の取組についてお答えいたします。 

内閣府は、平成２８年度に示した避難所の

運営ガイドラインにおいて、これまでの避難

所には、生活の質における課題が多く、今後

は避難者の健康が維持されることを目標にす

べきであるとしているところでございます。 

当市は、これまで避難所の開設や運営につ

いて取り組んできたところでございますが、

今後はさらに、質の向上を伴った良好な生活

環境の確保が求められていると考えていると

ころでございます。 

また、昨今、先進的な自治体においては、

避難所の衣・食・住に係る環境整備に人道的

な見地から、国際基準を取り入れることで避

難者の心身への影響や快適性の維持に配慮し

た対策が講じられ始めております。 

このような状況を踏まえた当市の避難所に

おける生活環境についての今後の取組といた

しましては、女性視点による細やかな配慮、

簡易ベッドを活用した寝床の確保、衛生面に

配慮したトイレ対策、防寒対策用品の確保

等、被災者の健康が維持されることを目的と

した改善につなげてまいりたいと考えており

ます。 

避難所における生活環境の改善の第２点目
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については、以上でございます。 

次に、行政問題の非常用物資の備蓄状況に

ついての第１点目、当市の現状と課題につい

てお答えいたします。 

当市では、三沢市備蓄計画に基づき、想定

されるうち、最も避難者が多い太平洋側海溝

型地震における津波による被害を想定し、沿

岸地域の住民４,３００人分の発災直後から３

日間における被災者の避難生活に最低限必要

な物資等の備蓄を進めているところでござい

ます。 

備蓄品目といたしましては、食料、飲料

水、乳幼児ミルク及び使い捨て哺乳瓶、毛

布、紙おむつ、生理用品、大判タオルや歯ブ

ラシなどの生活用品となっており、現在の備

蓄状況につきましては、ほぼ備蓄目標を達成

しているところであります。 

また、災害時に民間から物資を調達する流

通備蓄についても、企業と協定を締結する取

組を行っているところであります。 

その一方で、避難所の生活をよりよくする

必要から、非常用物資の種類や数量が今後も

増加すると見込まれるため、保管する倉庫の

確保が課題であると認識しているところでご

ざいます。 

非常用物資の備蓄状況の第１点目について

は、以上でございます。 

次に、行政問題の非常用物資の備蓄状況に

ついての第２点目、今後の取組についてお答

えいたします。 

非常用物資の備蓄については、近年の自然

災害の頻発化、激甚化を受けて、その重要性

が再認識されております。特に、当市のよう

な北国での冬期間における大雪や寒波などの

影響を考慮した非常用物資の備蓄は、市民の

安全を確保するために欠かせない要素となっ

ております。 

現在、当市では、冬期間に必要となる非常

用物資の備蓄はしてはいるものの、生活に最

低限必要なものだけでありますことから、今

後におきましては、避難所での生活をよりよ

くするための物資や配慮を必要とする方への

物資の備蓄を進めてまいりたいと考えており

ます。 

また、他自治体や地域企業との連携体制の

構築を行うことにより、当市だけでは対応で

きない場合においても、広域的な支援を受け

ることが可能となり、地域全体での防災力向

上につながると考えております。 

今後におきましても、国や県からの支援制

度についても積極的に活用し、避難所の質の

向上及び物資の保管場所の確保に努めてまい

りたいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 教育問題の不登校

及び不登校傾向の児童生徒への対応について

の第１点目、当市における現状と課題につい

てお答えいたします。 

当市における年間３０日以上の欠席があっ

た不登校児童・生徒数は、令和３年度は、小

学生１８名、中学生４４名、合計６２名。令

和４年度、５年度は、共に小学生２１名、中

学生４５名、合計６６名となっております。 

全国では、前年比１５.９％、青森県では、

前年比２６.２％の割合で不登校児童・生徒数

の急激な増加が認められる中、当市におきま

しては、ほぼ横ばいで推移しているのは、不

登校対策の一つとして心の教室相談員やス

クールソーシャルワーカーを会計年度任用職

員として採用し、市内の全小中学校で児童・

生徒が相談しやすい体制を整えていることが

一定の成果を上げていると考えております。 

しかしながら、不登校児童・生徒の出現率

を見ますと、全国及び県の値より下回っては

いるものの、当市も微増傾向にあり、今後も

危機感を持って取り組む必要があると認識し

ております。 

心の教室相談員及びスクールソーシャル

ワーカーの勤務の現状は、今年度、心の教室

相談員は７名、スクールソーシャルワーカー

は３名を任用しており、１日６時間、週４日

程度の勤務となっております。相談件数は

年々増加傾向にあり、配置校にはなくてはな
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らない存在となっております。 

また、国際交流教育センター内にある教育

相談センターには、相談員２名、適応指導員

３名を配置し、主に保護者からの電話及び来

室相談や通室生の個別指導に当たっておりま

す。 

これら、会計年度任用職員の勤務の課題と

いたしましては、勤務日及び勤務時間が限ら

れますことから、別室登校する児童生徒が複

数いる学校の場合、一人一人の児童生徒への

指導のために、教頭や校長も対応しなければ

ならない現状が見られることが挙げられま

す。 

不登校及び不登校傾向児童・生徒の対応に

ついての第１点目、当市における現状と課題

については、以上でございます。 

次に、教育問題の不登校及び不登校傾向の

児童生徒への対応についての第２点目、今後

の取組についてお答えいたします。 

令和７年度は、心の教室相談員やスクール

ソーシャルワーカーは、各校の要望に沿った

配置を予定しております。また、新たな取組

として、別室登校する児童・生徒が比較的多

い小学校１校及び中学校１校については、１

日７時間、週５日勤務できます専任の適応指

導員を配置することで、校内の支援体制を強

化していく予定であります。 

今後も、各校の実情や要望に応えられるよ

う、相談体制の充実に努めてまいります。 

不登校及び不登校傾向の児童生徒への対応

についての第２点目、今後の取組について

は、以上でございます。 

続きまして、教育問題の教員の働き方改革

についての第１点目、当市における現状と課

題についてお答えいたします。 

教員の働き方改革については、国や県の方

針を受けて、令和２年３月に策定した三沢市

教育委員会学校における働き方改革プランを

基に取り組んでいるほか、教員の研修体制の

見直しや、校長会と連携した市教育振興会事

業の見直し、改善などにより、教職員の時間

外勤務時間等の面からある一定の効果が見ら

れているところであります。 

まず、人的支援の面では、当市では、学校

教育支援員、学校司書、部活動指導員等を他

の自治体よりもいち早く配置しており、その

実数も他より充実しているものと捉えており

ます。 

小学校の教科担任制については、市独自で

の教員採用を行ってはいないものの、県から

教科担任や英語専科の加配教員が配置されて

いる学校はもちろんのこと、学校内の教員体

制の工夫により、授業の質の向上、生徒指導

の充実、中学校との円滑な接続等の狙いから

も、市内小学校の７校全てにおいて実施され

ております。 

次に、事務的支援の面では、自動採点アプ

リが一部の中学校で試験的に導入され、短時

間で採点、集計、分析できることで、教員に

時間のゆとりが生まれていると聞いていると

ころであります。 

また、県から当市にスクールサポートス

タッフが複数校兼務４名、単独校２名の計６

名が配置されております。当市は、学校教育

支援員を現在６３名配置しており、その職務

は、授業の支援だけではなく、教員の事務的

支援も含まれ、児童・生徒、教員及び学校全

体の支援に努めているところであります。 

働き方改革における人的支援及び事務的支

援の今後の課題といたしましては、教科担任

制を実施するために、県教育委員会との連携

をより密にした安定的な教員の確保、学校教

育支援員等の人的支援のさらなる拡充、自動

採点アプリの導入に向けた有効性の分析と捉

えております。 

教育問題の教員の働き方改革についての第

１点目、当市における現状と課題について

は、以上でございます。 

次に、教育問題の教員の働き方改革につい

ての第２点目、今後の取組についてお答えい

たします。 

働き方改革における今後の取組といたしま

しては、まず人的支援の面では、安定的な教

員の確保のために、既に行っている県教育委
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員会と連携した広報やマックテレビにおける

講師募集を継続し、その他、独自に自治体で

実施している教員採用についての調査・研

究、学校教育支援員等の人的支援のさらなる

拡充と学校事情を踏まえた適正な配置に努め

てまいります。 

次に、事務的支援の面では、自動採点アプ

リ等の有効性について、校長会での共有、そ

して検討、県から配置されるスクールサポー

トスタッフの確保に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） 教育問題の第３

点目、放課後子ども教室についてお答えいた

します。 

放課後子ども教室に準じた取組は、社会教

育法第５条、市町村の教育委員会の事務の規

定において、地域学校協働活動の一つとして

明記されております。 

その内容につきましては、小学生を対象

に、放課後や休業日において、学校や社会教

育施設等で学習活動やスポーツ、文化・芸術

活動、地域住民との交流活動など、多様な学

びの場を提供する取組であります。 

当市の状況ですが、全ての小学校が地域の

課題などに対応するため、地域住民等の意見

を取り入れながら、多様な地域学校協働活動

を展開しており、そのうち一部の小学校で生

け花、茶道、将棋など各種教室や健康講話な

ど、放課後子ども教室に準じた取組が実施さ

れております。 

今後、当市の地域学校協働活動における放

課後子ども教室の拡大に当たっては、小学校

の空き教室等の場所確保や講師等の人材の確

保、多くの小学生が参加できる実施体制の構

築などが課題として挙げられます。 

教育委員会といたしましても、多様な学び

の機会を創出する重要性について深く認識し

ておりますことから、これまでの活動を検証

しつつ、今後の実施体制について検討してま

いりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 西村議員。 

○１４番（西村盛男君） それでは、再質問

させていただきたいと思います。 

避難所における生活環境の改善について、

今後の取組というところを御答弁、先ほどい

ただきました。 

こちらの問題、そして次のテーマもそうで

ありますが、防災については、特に春日議員

がこれまで熱心に取り組んでこられたテーマ

でありまして、着実に充実の方向に向かって

おられるなという感想を持たせていただきま

した。しかしながら、いつ、何どき、起こる

か分からない様々なケースも想定しなければ

いけないと思います。 

国においては、今後、避難所環境をより充

実させていく一つの取組として、避難所の環

境を国際基準に合わせていくということを石

破総理もおっしゃっておられました。 

スフィア基準というようなのですが、この

基準は、居住スペースだとか、食べ物、飲み

物、食料の必要量も細かく定められていると

か、非常に厳しい基準であると思うのです

が、こういったものを今後、国も生活環境の

改善を進めていく中で、三沢市もそれにそぐ

う生活環境を整えていくといった場合に、ど

ういった課題があるのか。そしてまた、ス

フィア基準というものに関する捉えについて

お伺いができればと思います。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの避難

所における生活環境の改善についての再質問

の避難所の国際基準、スフィア基準に関する

認識、それと現時点での課題についてお答え

させていただきます。 

スフィア基準は、人道憲章や人道支援にお

ける給水・衛生、食料、避難所、保健医療の

４分野にわたり、最低限の基準が記載された

もので、避難所の質の向上を考えるときに参

考とすべき国際基準となっており、避難所運

営マニュアルなどに取り入れている自治体も

あることは承知しております。 

スフィア基準の基本理念といたしまして
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は、被災者には尊厳ある生活を営む権利があ

る、支援を受ける権利がある、また、苦痛を

軽減するため実行可能な手段が尽くされなけ

ればならないことを掲げております。 

具体的には、飲料水と生活用水の合計は、1

日１人当たり１５リットル以上、１人当たり

の居住空間は、最低３.５平方メートルなどが

示されております。 

この基準を満たすためには、当市の避難所

におきましては、避難所の増設や改修が必要

になり、財源・人材の確保等が課題となり、

現状においては、このスフィア基準を全て満

たすことは困難な状況でありますが、国が検

討を進めている自治体への支援の内容や他自

治体の動向などを注視しながら、スフィア基

準を満たす避難所の設置に向けた研究をして

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 西村議員。 

○１４番（西村盛男君） 理解をいたしまし

た。 

国の動向もしっかりと注視していただきな

がら、いざ災害となったときには、住民の生

命、健康を守れる体制を常に考えていってい

ただきたいと思いますし、また、県や他自治

体との連携といったことでも、助け合うとい

うことも重要になってくると思います。 

県は、防災力強化に向けた新しい行動計画

を１月に発表しておりまして、県の条例改正

や備蓄品の充実、避難所環境の充実など、県

と市町村の連携強化を図る方向性を示してお

ります。 

こういった国、県の動きをしっかりと注視

しながら、市としてもしっかりと今後取り組

んでいっていただきたいと思いますし、質問

の中でも触れました、国の新年度予算におい

て、防災関連の交付金が盛り込まれているわ

けですから、ぜひとも積極的に活用していた

だき、避難所環境の充実を図っていっていた

だきたいと思います。 

次に、時間もありますので、質問を移らせ

ていただきます。 

災害備蓄についてであります。質問でも触

れましたが、指定緊急避難所で防災対策、こ

れは幾らか備蓄できているけれども、今後さ

らに充実をさせていくというお話がありまし

た。現状はそれが十分な状況にないとは思う

のですけれども、そこら辺をもう少し詳細に

教えていただければと思います。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの非常

用物資の備蓄についての再質問にお答えいた

します。 

指定緊急避難場所、避難所等での防寒対策

についてはどうなっているかということにつ

いてお答えしたいと思います。 

まず、指定緊急避難場所についてですが、

指定緊急避難場所というのは、災害時に緊急

に一時的に避難する場所でありますことか

ら、当市では、公園や学校の校庭など、屋外

を指定しております。指定緊急避難場所の防

寒対策は、屋外であるということから、対策

のほうが大変難しく、現状としては、各避難

者自身でのジャンパーや手袋という着用によ

るものとなります。 

指定緊急避難場所は、一時的な避難場所で

はあるものの、防寒対策は検討していかなけ

ればならないと認識しておりますので、今後

におきましては、他自治体の事例などを調査

研究してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 西村議員。 

○１４番（西村盛男君） 答弁の内容を理解

いたしましたが、様々なケースを想定する必

要があると思っています。 

新聞報道でもあったとおり、真冬の対策と

いうのも非常に重要でありまして、一例を挙

げれば、先ほど部長がおっしゃられましたけ

れども、斗南藩の記念観光村は緊急避難場所

に指定されていて、しかしながら、津波のと

きには北部地域においては、おおぞら小学校

とか第三中学校等が指定避難所に指定されて

いるのですけれども、津波のときは使用でき

ないということは、北部の方々は、津波のと
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きは斗南藩に避難をしてくる。その後、状況

はどうなるか分かりませんけれども、道路が

通行できるのかどうか分からないのだけれど

も、指定避難所である離れた市のスポーツセ

ンターまで、北部の方々は移動してくるわけ

ですよね。やはり御高齢の方も比較的多い地

域性だったり、先ほど申し上げたとおり、真

冬であったり、いつ災害が起こるか分からな

い状況の中で、北部地域の方々の安心・安全

というのをやはり担保しなければいけないと

思っております。 

もちろん北部地域の方は、地域のつながり

が強いと思っていますし、防災への意識も高

いと思っております。また、第一次産業を営

まれている方が多いので、ある程度御自宅に

備蓄とかもあるかもしれないです。だけども

やはり、例えば、斗南藩の記念観光村から移

動できないケースも考えられるわけで、どう

いった形でも、非常用の物資をある程度準備

しておくとか、何かそういったことも検討す

る余地があるのではないかなと思っておりま

す。 

それに加えて、北部地域の方が避難するマ

ニュアルが現在あると思うのですけれども、

そういったものも一度、先ほど申し上げたこ

とを含めて、整理をしてみることも必要なの

ではないかなと思っておりますが、どのよう

にお考えか、伺いたいと思います。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの再質

問、北部地区の斗南藩記念観光村等への備蓄

についてお答えいたしたいと思います。 

まず、今おっしゃられましたとおり、北部

地区の指定避難所というのは、第三中学校と

おおぞら小学校になっております。ただ、そ

の避難所は、津波の場合には避難所として利

用できませんので、さらに西のほうになりま

す斗南藩記念観光村が指定緊急避難場所と

なっております。 

そして、避難が長期化するとか、避難所に

行かなければならないというような状況に

なった場合には、斗南藩記念観光村から市の

国際交流スポーツセンター等への指定避難所

のほうへ移動していただくということになり

ます。 

その場合に、移動するルートが仮に地震で

分断されるとかということになってしまった

場合には、避難者が指定避難所に行けなくな

りますし、北部地区は孤立するという状況に

なることが考えられます。 

そのことから、まだ具体的な計画としては

ございませんけれども、北部地区には津波浸

水想定区域以外の場所に非常用物資を備蓄す

る必要があるものと考えております。 

その候補地の一つとしては、斗南藩記念観

光村が考えられると思っておりまして、今後

は、場所の選定の検討や財源の確保、それか

ら地域の皆様や関係部署と協議しながら検討

を進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 西村議員。 

○１４番（西村盛男君） ぜひとも、しっか

りとした検討をお願いしたいと思います。 

再質問を次に移ります。教育問題の１点

目、不登校児童・生徒に対する対応について

であります。 

こちらも今後の取組についてでございます

けれども、先ほど御答弁の中で適応指導員等

を拡充するというお話もありました。その点

について、足りているのかどうかというとこ

ろは、私は承知をしておりませんけれども、

今後、市としてはどのように考えておられる

のかという点。 

そしてまた不登校生徒、先ほど答弁でもあ

りましたとおり、割合としては横ばいではあ

るけれども、子供たちは減っている。やはり

減ってはいないのですよね。割合としては増

えているというふうに伺いました。やはり手

厚くそういった子供たちを誰一人取り残すこ

となく、しっかりと救っていかなければいけ

ないと思っています。 

例えば教室に入れない子供たちには、ＩＣ

Ｔ等を活用して、多様な学び方も提供するこ

とも必要だと思いますし、また、保護者の
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方々もいろいろな悩みを抱えられていると思

うのです。そういった方々の相談体制など、

現状どうなっているのか。そこら辺を簡単で

結構ですのでちょっと答弁をいただきたいと

思います。 

○議長（加澤 明君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） ただいまの再質問

についてお答えしたいと思います。 

不登校児童・生徒への支援の具体はどう

なっているのかというふうなことでございま

すが、まず、心の教室相談員やスクールソー

シャルワーカー、そして適応指導員等の配置

について、このような人的確保だとか、拡充

のための方策は、今後、年齢制限の上限や採

用条件の緩和というようなことで、相談員だ

とかスクールソーシャルワーカーを少しずつ

増員していきたいなと考えているところであ

ります。 

また、退職教員等に採用の手続等を早めに

周知するなどして、学校の要望に応えられる

ようにと考えているところであります。 

さらに、多様な学び方というふうな意味

で、ＩＣＴだとか保護者への支援はどうなっ

ているのかというふうなこともございました

けれども、まず、不登校児童・生徒への対応

としましては、複数の小中学校でタブレット

の端末を活用しながら、教育相談や学校生活

アンケート調査で相談しやすい環境づくりを

行ったり、オンライン会議機能を用いて授業

への参加を促したりするなど活用していると

ころであります。 

さらに、保護者への支援を充実させるため

には、国際交流教育センター内に教育相談セ

ンターを設置しております。教育相談セン

ターでは、保護者や児童生徒からの電話相談

や来室相談に対応しておりまして、実績でい

えば、平成３０年度に３４４件だった相談件

数は、令和５年には５４４件となりまして、

５年間で１.５倍の対応することとなっており

ます。 

さらに、教育相談センターでは、通室児

童・生徒への学習支援も行っておりまして、

例えば、学校でテストを受けることができな

い児童に対しまして、教育相談センターでテ

ストを実施したりすることが可能になってお

ります。 

また、普段の学校においては、教室に入り

づらさを感じている児童に対しまして、全て

の小中学校において、保健室や相談室等の別

室で対応できるように配慮しているところで

あります。別室では、毎日、心の教室相談員

とか、あるいはスクールソーシャルワーカー

から教員が相談業務のほかに学習支援も行っ

ており、校内教育支援センターとしての機能

を担っているということでもあります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 西村議員。 

 待ち時間５分前です。よろしくお願いしま

す。 

○１４番（西村盛男君） ありがとうござい

ました。細かい点につきましては、時間の関

係もありますので、様々な機会において、今

後もお聞きしたいと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

では、最後の再質問をさせていただきたい

と思います。教育問題の３点目、放課後子ど

も教室についてであります。 

御答弁では、放課後子ども教室に準じた取

組である地域学校協働活動というものを進め

て取り組んでおられるというお話がありまし

た。 

私がイメージするものは、この取組をより

充実させていって、先々は、本格的な放課後

子ども教室というものが、市内全ての学校で

実施されてほしいなという思いがあります。 

現状、子供たちはどんどん減っていって、

それに伴って学校も減っていったり、中学校

の話ですけれども、部活動が減っていった

り、子供たちのクラブ活動の数が減っていっ

たり、子供たちの選択肢がどんどん狭まって

いる現状があると思います。 

人口が減っていくから、予算が厳しくなっ

ていくから、こんな時代だからしようがない

と大人が諦めるのではなくて、しっかりと子
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供たちが伸び伸びと育っていける環境、活動

できる環境をつくるのが大人の役割だと思い

ますし、その課題を整理して、課題を突破し

て、実現するのが政治の力だと思っていま

す。非常に課題は多くあると思いますし、今

後、実施に当たっては、様々な方々の協力も

必要となると思います。 

そういった中で、現在、取り組まれている

地域学校協働活動の取組を今後どのように拡

充していくのか。また、仮に導入するとした

場合、どのような課題ですとかといったもの

があるのか、それをどう解消していくのか、

その点について現状の考えをお伺いしたいと

思います。 

○議長（加澤 明君） 答弁願います。 

 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまの地域

学校協働活動の今後の進め方という最初の再

質問について答弁したいと思います。 

まず、今後の進め方につきましては、現在

一部の学校で実施している放課後子ども教室

に準じた活動ですけれども、こちらのほうを

しっかり教育委員会で検証をしてまいりたい

と考えております。 

そして、その活動の検証内容を教育委員会

だけでなくて、各学校で持っている地域コー

ディネーターとの間で共有を図りながら、そ

れを踏まえた上でできることから始めていき

たいと考えております。その後ですけれど

も、関係課、関係機関と実施体制について検

討してまいりたいと考えております。 

それと、課題のほうをどのように捉えてい

るか、解消していくかというところの部分で

ございます。その件に関しましては、まず場

所の問題と人的不足の問題というのがあるの

ですが、場所の問題につきましては、他の施

設ではなくて、可能な限り学校内の余剰教室

や体育館を活用することが望ましいと考えて

いるところなので、学校と今後協議を進めて

まいりたい。その上で、学校に場所がないと

いった場合については、空いている公共施設

等で検討をしていきたい。そのために関係課

と協議をしてまいりたいと考えております。 

あと、人材不足の関係ですけれども、こち

らにつきましては、現在、習い事で学校に講

師派遣している関係団体と協議を進めてまい

りたいと考えております。 

答弁につきましては、以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、西村盛男議

員の質問を終わります。 

それでは、一般質問を次に移ります。 

奥本菜保巳議員の登壇を願います。 

奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 日本共産党、奥

本菜保巳でございます。 

それでは、基地問題、行政問題について、

通告順に一般質問をいたします。 

まず、基地問題について伺います。 

基地問題における米軍三沢基地に起因する

問題についての１点目、米軍基地から流出し

た有機フッ素化合物問題について伺います。 

米軍基地から有害物質である有機フッ素化

合物を含む消火システムの水が基地外に流出

してから３年が経過しています。この間、

国、県、市がそれぞれ分担して、７か所地点

で定期的に水質調査を行っております。 

昨年１２月の定期水質調査では、天狗森た

め池排水路で、いまだに国の暫定指針値の３.

６倍の１８０ナノグラムが検出され、また五

川目堤においては、４回目となる１２月の調

査で、国の暫定指針値の１５.２倍の７６０ナ

ノグラムが検出され、前回の１０月調査より

１５０ナノグラム増えていることが明らかに

なりました。その原因は不明としています。

なぜ今回、当該地点で過去最高の濃度が検出

されたのか、その原因究明が必要です。 

基地への立入調査では、日米地位協定の環

境補足協定に基づき、２０２２年１２月１５

日に横須賀基地で実施されています。さらに

昨年１２月２０日に横田基地の立入調査が実

施されました。 

また、ドイツにある米軍アンスバッハ駐屯

地では、泡消火剤による汚染に対し、ドイツ

の国内法を原則適用して、汚染源を特定し、



 

 

― 62 ― 

基地外に流出しないよう米軍側に対策を取ら

せ、汚染浄化を進めているということです。 

三沢市としても、まずは汚染源を特定する

ために、米軍基地内の調査が必要であると思

います。よって、立入調査と汚染処理を米軍

側に求めるよう、国に要請すべきであると思

います。当市の見解を伺います。 

次に、基地問題における米軍三沢基地に起

因する問題についての２点目、米兵等による

事件・事故への対応について伺います。 

米兵とその家族、米軍関係者による事件・

事故の被害は、第二次世界大戦後の米軍駐留

当初から現在まで続いています。市民は、基

地があるがゆえの被害に苦しめられていま

す。 

私は、令和５年１２月議会におきまして、

米兵による飲酒運転事故について質問しまし

た。米兵が朝方４時頃、被害者宅に車で突っ

込み、被害者の車、物置、外壁の一部に損害

を与えたまま、その場から逃げたという事件

でした。 

被害者の方は、本当に困り果て、憔悴して

おりました。どこに相談すればいいのか分か

らず、警察は捜査中の一点張り、防衛事務所

に電話をしても、警察の捜査が終わらなけれ

ば対応できないということで、途方に暮れて

おりました。 

この事案を受け、相談体制をつくるべきと

再質問したところ、当局から、市が開設して

いる様々な相談窓口があるので、そこで親身

に対応するとの回答がありました。しかしそ

の後、１年もたたないうちに、またしても米

兵の飲酒運転による車庫兼物置小屋への車の

突っ込み事件が発生しました。被害を受けた

方は、どのように対応すればいいのか、どこ

に相談すればいいのか、途方に暮れていたと

いうことです。 

確かに当市には、市民の様々な相談の受け

皿はありますが、基地被害に特化した窓口は

ありません。相手は、様々な特権で守られて

いる米軍関係者で、アメリカ人ですから、通

常の相談というわけにはいきません。言葉も

通じず、事故現場は米軍側の憲兵隊の通訳で

対応し、日本の警察は現場検証もできない

ケースがあります。 

このように、米軍関係者の事件・事故に巻

き込まれ、不利益を被っている市民の方々が

いらっしゃるのではないでしょうか。明日は

我が身と言えるかもしれません。よって、被

害者に寄り添う、専門的な相談を受ける窓口

の設置が必要であると思います。当市の見解

を伺います。 

次に、基地問題における「日米地位協定」

の見直しに対する市長の見解について伺いま

す。 

市長は、過去、県議会議員時代に議会一般

質問において、基地問題を取り上げ、三沢市

民の基地被害の実態を赤裸々に語り、県に対

し、国に日米地位協定の見直しを求めるよう

問いただしておられました。その議事録を拝

読させていただきました。 

僭越ではございますが、その感想を述べさ

せていただきますと、小檜山市長独特の

ウィットに富んだ言い回しで、三沢市と米軍

基地との歴史や米軍とのトラブルのエピソー

ドを交えながら、不平等で理不尽な協定の核

心をついた鋭い質問であったと感じたところ

です。 

その中で市長は、「米軍から許可をもらわ

ないと飛べない青森県内の上空域があるのは

おかしい。米軍関係者による事件・事故に対

して、日本側が現場検証できないのはおかし

い。全国的に米軍基地に起因する事件が多発

している状況を見ると、日米地位協定は早急

に見直されるべきであり、地元の意向を尊重

する制度の構築も必要と考えている」。ま

た、「駐留経費をどこの国より文句なしに一

番拠出しているわけですので、運用の拡大解

釈だけでは限界に来ている今、遠慮せず、同

盟国だからこそ言いたいことをきちんと言

い」とまで述べておられました。 

私も、運用の改善だけでは、根本的な解決

はできないと思います。 

私は、令和２年度９月議会で地位協定の見
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直しについて市長に質問しています。市長

は、「三沢市として運用の拡大で対応したほ

うが合理的かつ迅速に解決できるので、地位

協定の見直しは求めない」との答弁でした。 

しかし、三沢市民の利益を第一に考えるの

であれば、市民の生命・財産を守り、事件・

事故の抑止となる日米地位協定の見直しを国

に求めるべきと考えます。 

市長の過去における当該協定の見直しを求

める、また求めない、この発言の真意も含め

見解を伺います。 

次に、行政問題の１問目、子育て支援策に

ついて伺います。 

国民健康保険制度の保険税における均等割

について、子育て支援の視点で質問をいたし

ます。 

これまでも国民健康保険制度の問題点につ

いては、一般質問で取り上げてきました。国

保は、一般のサラリーマンや公務員などが加

入する保険制度と比較して、加入者は無職、

アルバイト、年金者、個人事業者、一次産業

従事者などで、年々加入者数も減少している

脆弱な構造となっており、収入に占める保険

税の負担が重いことが特徴となっています。 

そして国保には、保険税に均等割がありま

す。均等割はゼロ歳からの子供にかかる保険

税で、子供の数が増えるだけ負担が大きくな

る仕組みになっています。子供を産めば出産

祝い金を支給する自治体がある中で、国保の

場合、子供を産めば保険税の負担が大きくな

る仕組みです。これは、少子化対策・子育て

世帯への負担軽減策に逆行するものではない

でしょうか。 

そこで、子供１８歳以下の保険税の負担軽

減に取り組む考えがあるか、次の２点につい

て伺います。 

１点目として、子供１８歳以下の均等割無

料化を実施した場合の概算額は幾らか。 

２点目として、岩手県宮古市が実施してい

る一般財源を活用しての当該均等割無料化事

業を、当市としても取り組む考えがあるか。

当市の見解を伺います。 

続きまして、行政問題の２問目、企業にお

ける「障害者一般就労」の促進について伺い

ます。 

先頃、上十三地区障がい者就労セミナーに

参加してまいりました。演題には「福祉的就

労から一般就労へ、非納税者から納税者へ、

人材不足の担い手と地域活性化」と掲げられ

ていました。障害者の潜在的能力を引き出

し、一般就労につなげ、障害者の生きがいや

人権を守り、自立した納税者として社会参加

を促すための内容となっていました。 

国では、障害者雇用の促進に力を入れてお

り、全国では令和６年６月１日時点の雇用障

害者数、実雇用率ともに過去最高を更新して

いるとのことでした。しかし、青森県内の民

間企業では、前年を下回っています。上十三

地域でも、障害者雇用からの撤退、縮小への

動きがあると伺いました。 

このことから、民間企業への働きかけの強

化が必要であると感じました。人口減少に伴

う人手不足が深刻になる中、人材不足の担い

手として、障害者を育成し、雇用する機運を

高めるべきではないかと思いました。 

講師から、宮城県栗原市の企業の取組を紹

介していただき、早速、栗原市に問い合わせ

てみました。 

栗原市では、行政と企業が連携して、障害

者の就労に取り組んでいるということです。

栗原市には、栗原地域の産業界が一体とな

り、地域産業の高度化や受注拡大を図ること

を目的とした企業連絡協議会という組織があ

るそうです。そして、当該協議会の会長はじ

め、会員の方が市福祉部局の所管である地域

自立支援協議会の委員となり、障害者雇用へ

の理解を深め、会長自ら企業への働きかけに

取り組んでいるということでした。 

当市としても、福祉部局と経済部局で連携

して、栗原市の取組を参考に取り組んではい

かがでしょうか。当市の見解を伺います。 

以上で、壇上からの一般質問を終わりま

す。御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） ただいまの奥本菜保
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巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの奥本議

員御質問の基地問題の第２点目、日米地位協

定の見直しについては私から、そのほかにつ

きましては、担当部長からお答えをさせます

ので、御了承願いたいと存じます。 

日米地位協定の見直しに関しましては、日

本国とアメリカ合衆国との間で締結された国

家間の条約であることから、国において、そ

の時々の問題について、地位協定の運用の改

善によって機敏に対応していくことが合理的

であると考えておりますが、一方で、見直し

に係る議論は、国家間の条約という極めて重

要な決まり事であることから、慎重に進める

必要があると考えております。 

こうした中において、当市におきまして

は、これまでも米軍三沢基地と良好な関係を

築いていることから、基地に起因する諸問題

に対して、地元レベルで良好に対応できてい

ると考えており、日米地位協定の見直しにつ

いて、現段階では早急に議論を進める必要は

ないと考えております。 

いずれにいたしましても、市民の生命・財

産を守ることが何より重要でありますので、

基地所在により市民の皆様の生命・財産が脅

かされることがないよう、今後も米軍三沢基

地に対して言うべきことは毅然とした態度で

申し述べてまいりたいと考えております。 

私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 基地問題の米軍

三沢基地に起因する問題についての第１点

目、米軍三沢基地から天狗森ため池及び五川

目堤に流出した有機フッ素化合物に係る米軍

基地内への立入調査と米軍側による汚染処理

に関する当市の対応についてお答えいたしま

す。 

初めに、米軍による漏出事故が発生した

際、基地内の立入調査を行うためには、日米

地位協定に関する環境補足協定において、環

境に影響を及ぼす事故が現に発生した場合と

されており、加えて、米軍から通報が行われ

たときに、日本国政府、都道府県、または市

町村は、地方防衛局を通じて現地視察を行う

ための申請をすることができるとされており

ます。 

こうした条件の下、天狗森ため池の事案で

は、日米地位協定に関する環境補足協定に基

づく立入手続は行っていないものの、事案発

生後、米軍から基地内における水質調査結果

が速やかに市に提供されたほか、米軍三沢基

地司令官から市長をはじめとする市職員に対

し、基地内の現地において状況説明がなされ

ております。 

一方、五川目堤の事案では、米軍三沢基地

に起因する蓋然性が高いとされる中で、いま

だ米軍からの詳細な情報もなく、原因の究明

に至っていないことから、当該立入調査の対

象とならない旨、東北防衛局から回答を得て

いるところでございます。 

また、米軍側による汚染処理につきまして

は、現時点で環境省から河川及び湖沼などの

公共水域における対策について示されていな

いことから、同省から出されているＰＦＯＳ

及びＰＦＯＡに関する対応の手引により、青

森県と協議しながら両水域の監視調査を実施

しておりますが、去る令和６年１２月実施分

の調査結果において、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ

の合算値について、両水域とも暫定指針値を

超えた高い数値が計測されたことから、令和

７年１月、これは公表の翌日になりますけれ

ども、東北防衛局に対して速やかな情報提供

について改めて要請したところでございま

す。 

今後におきましても、国の責任において米

軍に対し詳細な情報を求めるとともに、適切

な措置を講ずるよう要請してまいります。 

基地問題の米軍三沢基地に起因する問題に

ついての第１点目は、以上でございます。 

次に、基地問題の米軍三沢基地に起因する

問題についての第２点目、米軍関係者による

事件・事故の被害者に対する総合的な相談窓
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口設置についてお答えいたします。 

米軍基地が所在する当市にとりまして、米

軍関係者の事故等は、市民が快適に生活する

上で不安に感じることの一つと認識しており

ますが、万が一、米軍関係者との事故に遭っ

た場合には、公務中と公務外で対処方法が異

なってまいります。 

現状においては、米軍関係者が公務中で

あった場合には、日米地位協定の実施に伴う

民事特別法に基づき防衛省が補償等の手続を

行うこととなってございます。また、公務外

であった場合には、原則、一般的な個人同士

の事故同様、事故を起こした当事者間の示談

解決が基本となっているところでございま

す。 

御質問の市民が米軍関係者との事故に遭っ

た場合、被害者に対する総合的な相談窓口の

設置に関しましては、公務中・公務外にかか

わらず、三沢防衛事務所が相談窓口となって

ございます。 

議員御提案の市役所への相談窓口設置につ

きましては、当市では、これまでも市民の皆

様からの問合せや各種相談には担当部署が窓

口となり、その問題解決に向け、関係機関と

連携・協力しながら対処・対応してきている

現状にありますことから、今後におきまして

も、この体制を維持し、引き続き市民の皆様

に寄り添った対応に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題、

子育て支援策についての第１点目、健康保険

税における１８歳以下の子供の均等割無料化

を実施した場合の概算額についてお答えいた

します。 

当市の国民健康保険税の算定方式は、所得

割、均等割、平等割、資産割の４方式により

算定しておりますが、令和７年度分からは、

資産割を廃止し、３方式で算定することと

なっております。 

また、保険税の負担軽減措置といたしまし

ては、低所得世帯を対象として、所得基準に

より段階的に７割、５割、２割の軽減措置を

しており、均等割につきましては、未就学児

は５割軽減の措置を取っております。 

令和７年１月末時点での１８歳以下の国保

加入者は７２６人であり、御質問の均等割無

料化を実施した場合の総額は、軽減している

分を差引き、概算で１,２６４万円となってお

ります。 

行政問題、子育て支援策についての第１点

目、国民健康保険税における１８歳以下の子

供の均等割無料化を実施した場合の概算額に

ついては、以上でございます。 

次に、子育て支援策についての第２点目、

国民健康保険税における１８歳以下の均等割

無料化の見解についてお答えいたします。 

平成３０年度から国民健康保険財政の安定

確保のため、都道府県が国保運営の責任主体

となり、国保の県単位化を図ったところであ

ります。 

また、青森県国民健康保険運営方針におい

て、国民健康保険特別会計については、原則

として必要な支出を保険料や交付金等で賄

い、法定外一般会計繰入や翌年度予算からの

繰上充用に頼ることなく、当該年度の収支の

均衡を保ち、安定的な運営に努めることとさ

れております。 

御質問の１８歳以下の均等割無料化につき

ましては、当該方針からそれ、当市独自の減

免制度を設けることとなりますことから、現

在の国民健康保険制度の趣旨にそぐわないも

のと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 経済部長。 

○経済部長（坂岡敏行君） 行政問題の第２

点目、企業における障害者一般就労の促進に

ついてお答えいたします。 

現在、当市では、令和６年度から令和１１

年度までの６年間を計画期間とする三沢市第

４期障がい者計画を策定し、障害者の雇用及

び就労の支援に向け、就労支援体制の拡充、

一般就労に向けた障害者雇用の促進及び障害

特性に応じた多様な就労機会の確保に取り組
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んでおります。 

当市におけるこれまでの障害者雇用及び就

労支援に係る取組といたしましては、健康福

祉部が所管する三沢市障害者支援協議会に、

障害者就労支援部会を設置した上で、三沢公

共職業安定所、障害福祉サービス事業所及び

特別支援学校等と連携を図りながら、市民向

けの啓発事業をはじめ、障害者就労説明会等

を開催するなど、障害者の働く環境について

理解促進を図ってきたところであります。 

御質問の宮城県栗原市における官民一体と

なった障害者雇用の取組に対する市の見解に

ついてでありますが、この取組につきまして

は、当市といたしましても、企業における障

害者一般就労を促進する上で、大変参考にな

る事例であると認識しております。 

他方で、同様の取組を実施するためには、

企業が障害者を雇用する上で抱える課題のほ

か、様々な問題が存在するものと承知してお

りますので、まずは、こういった課題や問題

を解決するために、三沢市中小企業振興条例

に基づく中小企業振興会議において、本市に

おける障害者一般就労の現状等を審議いただ

くなどして、企業における障害者雇用の今後

の方向性を検討してまいりたいと考えており

ます。 

いずれにいたしましても、三沢市第４期障

がい者計画に基づく取組を継続するととも

に、関係機関の連携協力体制の再構築に努め

るなど、引き続き障害者一般就労の推進を

図ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがと

うございました。それでは、再質問をさせて

いただきたいと思います。 

まず、基地問題の１点目、有機フッ素化合

物です。今回、立入調査のことに関しては、

日米地位協定と環境補足協定で、発生後すぐ

でないと立入りできないというようなことを

今言われましたよね。ここでも日米地位協定

の壁があるのだなと、やはりこれは変えなけ

ればいけないなと思ったところですけれど

も、まず、有機フッ素化合物に対する考え方

として、私は提起したいのですけれども、１

９８２年に国連総会で採択された予防原則と

いう定義があります。予防原則とは、「科学

的な因果関係が十分に証明されていない場合

でも、人の健康や環境に重大な影響を及ぼす

おそれがある場合に、規制措置を可能にす

る」という考え方だということです。 

今回の有機フッ素化合物の問題では、予防

原則に立って対応していかなければならない

と思います。日本では、当該化合物による健

康被害などの知見が十分でないという理由か

ら、まだまだアメリカやヨーロッパに比べれ

ば危機感が足りず、遅れている状態だと思っ

ています。これでは、住民の健康は守れませ

んし、次の世代にツケを回すことになりま

す。 

当該化合物は有害であり、発がん性がある

ことはＷＨＯでも指摘されているわけですか

ら、汚染源が米軍基地内であることは明らか

である以上、基地内のどこから流出している

のか、はっきりさせなければならないと思い

ます。 

横須賀では、基地内の排水処理施設からの

排水から暫定基準値の１７２倍の有機フッ素

化合物が検出されたということから、防衛大

臣に対し、立入調査をはじめ早急に原因究明

を求めているということです。 

今回、１２月の定期水質調査の結果で、天

狗森ため池排水路、五川目堤では、過去最高

値の当該化合物、ＰＦＯＡ・ＰＦＡＳが検出

されたわけですから、基地からの流出が考え

られるわけです。基地内の排水処理施設の排

水がどうなっているのか、調査が必要である

と思います。 

また、米軍からは、問題の泡消火剤を業者

に依頼し、適正に廃棄・焼却したということ

でしたけれども、岡山県の吉備中央町では、

業者が使用済みの活性炭を放置していたこと

が原因で汚染された。住民の方々の血液検査

に高い濃度の有機フッ素化合物が残っている
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ということで、大変今問題になっていますけ

れども、そういったこともある事案から、三

沢市としても、業者も含め、その処分方法が

的確に行われたのか、どこで処分したか、再

確認が必要だと思います。この点についての

答弁をお願いします。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

まず、米軍の泡消火剤の処理ということで

あれば、令和４年１２月には焼却処分が終わ

っていると報告を受けてございます。その再

確認ということであれば、適切にできている

のかどうかというところは、国に対して、私

どものほうから確認してまいりたいと考えて

ございます。 

それから、排水がどうなっているのかとい

うようなところもございましたけれども、こ

れは、全ての排水箇所について市で把握して

いないところもございますので、令和６年１

０月に東北防衛局を介しまして三沢基地から

の排水場がどこにあるのかということを照会

しているところでございます。 

ただ、そこに関して回答はございません

が、そういった要望もしているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） やはり立入調査

というのが本当に必要だなというふうに、今

答弁を聞いて思いました。 

これも改革していかなければならない事案

ではないかなと思うのですけれども、基地内

の排水処理施設がどうなっているのかに関し

ても、すぐに回答がない。適正に処理してい

るということで、何も米軍基地側からはその

後回答がないということで、あまりにも私

は、地元に対して誠意がないのではないかな

というふうに思います。 

今回、排水処理施設の排水がどうなってい

るのか、また処分をきちんとしているのかと

いうことに関しては、今後もしっかりと、先

ほども言いましたけれども、有機フッ素化合

物は永遠の化合物と言われています。次の世

代にツケを回さないように、しっかり処理し

ていく、この対応が必要だと強く申し上げて

おきたいと思います。 

次に、基地問題の２点目ですけれども、基

地に起因する事件・事故、前回も、私、質問

しまして、相談窓口は総合的窓口。市のいろ

いろな相談窓口ありますよね、そこで真摯に

対応するとおっしゃったのですけれども、残

念ながら、それが市民に届いていないのです

よね。 

いまだに解決されていないし、例えば車同

士の事故であっても、そういったことでも、

皆さん右往左往しているわけですよ。一般人

は、公務外とか公務中とか全く分からないの

ですよ。相手は全てアメリカ人ですから、英

語で話されるわけですし、本当に皆さんも大

変な思いをしているのですよ。 

そういうことで、総合窓口、相談の受け皿

がちゃんとあるというのであれば、せめてそ

ういうことで困っている人に対して専用のダ

イヤルが必要ではないでしょうか。その点に

ついていかがでしょうか。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

専用のダイヤルとかが必要ではないのかと

いうようなことでございます。 

その前に、窓口の周知が足りないのではな

いかというようなことでございました。 

まず、町内会長会議ですとか、あるいは航

空機進入表面下の町内会の関わりがございま

すので、基地渉外課が基地に起因する問題等

に関しては担当しているということで、一定

の周知が図られているものかなと感じており

ますが、市民の負担軽減という観点からいけ

ば、あまり周知されていないというような状

況もあると思いますので、その周知方法につ

いては、今後どのような方法がいいのか検討

してまいりたいと考えてございます。 

専用ダイヤルに関しましても、この中で窓
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口も含めまして、ダイヤルが必要なのか必要

でないのかにつきましても、中で議論してみ

たいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 全然周知されて

いないと思います。なので、しっかりと専用

ダイヤルなり……。 

本当に困ったときに、警察だとか、そして

また防衛事務所に電話しても、全くはかどら

ないというか、進まないという状態で悩んで

いるわけですから、その点について、市とし

て、住民に一番近くで寄り添わなければなら

ない行政ですから、その点はきちんと対応し

ていただきたいと思います。 

次に、基地問題の日米地位協定の見直しに

ついて伺いたいと思います。 

市長は当初、県議会議員になられてすぐだ

と思うのですけれども、その当時に力強く日

米地位協定の見直しが必要だと、本当に素晴

らしい内容の質問だと私は思いました。しか

しながら、今は、またちょっと変わってきた

ということで、残念に思っているのですけれ

ども。 

私は、市長と米軍側が良好な関係を深めた

としても、日米地位協定が抱える様々な問題

を解決することはできないと思っています。

今のＰＦＡＳ、ＰＦＯＡの立入りもそうです

けれども。 

当該協定というのは、おっしゃるとおり日

本とアメリカの国家間の協定で、米軍と三沢

市の協定ではありません。現在の地位協定で

は、米軍が管理している空域を自由に飛行で

きない。空港では、米軍の訓練使用が優先さ

れる。事件・事故が起きても、日本の法律で

裁くことができない。日米合同委員会の運用

の改善で、低空飛行訓練の禁止を決めても守

られない。夜間１０時以降の訓練はしないと

決めても守られない。そもそも、運用の改善

というのは法的拘束力がなく、米軍の努力義

務で強制力がありません。緩いのです。だか

ら、性被害や事件・事故が繰り返されてきま

した。これを市長はどうやって解決するので

しょうか。 

有機フッ素化合物の問題でも、米軍の許可

がないと基地の立入調査もできない。基地に

起因する問題が発生しても、一々その都度、

米軍にお伺いを立てないとならない。解決す

るには、地位協定の改定が必要であると思い

ます。それを国にしっかりと求めていく。 

この協定を見直せば、ドイツやイタリアの

ように、主権国家として米軍に許可をもらわ

なくても迅速に対処できるのです。そのほう

が合理的で、迅速に解決できる道だと私は

思っております。 

これ本当にそういうふうに思うのですけど

も、市長いかがですか、このことについて。 

○議長（加澤 明君） 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） まずお断りしてお

かなければならないのは、私が県議会議員に

なって間もなく、ヘリコプターに乗せても

らったことが２回ありました。当時、拉致問

題が発生しておりまして、七里長浜、木造等

に北朝鮮の木造船が入ってきたと。そういう

ときに、一刻も早く県警ヘリコプターが行く

ためには、つがる市のＸバンドレーダーの上

空を通らなければならない。それが一々アメ

リカの許可を得なければ、１分１秒を争うと

きに大変なことになるのではないかと。 

ヘリコプター基地は青森空港のすぐ脇にあ

りまして、１００メートルぐらいがあれば

真っすぐ木造までは１５分、むつまでは２０

分、大畑までは２５分でヘリコプターは行く

というわけです。ですから、１分１秒が非常

に重要だったと。 

それをなぜ、お客様である米軍に許可を得

てからでないと飛べないのだということを非

常に不思議に思ったわけですけれども。 

あれは米軍の配慮でして、Ｘバンドレー

ダーの上空というのは非常に強い電波が飛ん

でいるのだそうです。ですから、それを強引

に飛んだ場合、ヘリコプターの計器に狂いが

出ると。強引にやった場合、障害が出るくら

いの電波だということを、後で説明を受けま
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した。ですから、これは米軍の配慮で、必ず

許可を得てくださいということだったと思い

ます。 

そしてまた、地位協定というのは、国防に

関しては国の専管事項であります。したがっ

て、自治体がなかなか口を挟めないのは当然

でしょうし、相当米軍は強い権力の座に置か

れているわけです。青森県の上空だけでなく

て、横田空域に見られますように、日本の根

幹をなす飛行空路の中においても、糸魚川か

ら静岡までのラインの領域は飛べないという

ことで、皆さんも御経験あると思いますけれ

ども、羽田を飛び立ってから一回南のほうに

行って、太平洋に出てから西へ向かうという

ルートになっていますので、非常に地位協定

というのは複雑、好奇、そして難しい問題だ

なというものでございます。 

奥本議員がお尋ねの様々な基地に起因する

問題、これは当然、市民の安心・安全に関す

る重大な危険なことでありますけれども、や

はり国家間の約束に従って、東北防衛局の窓

口は三沢防衛施設事務所ですので、そういう

ところと、さらに懇親を進めながら、なおか

つ相談して、どういうふうにすればより早く

スピード感を持ってできるかというのを、こ

れからもまた、さらに力を入れてやっていき

たいと思いますので、よろしくどうぞお願い

いたします。 

以上です。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 県議会議員にな

られた当初は、そういう誤解があったという

ことでのお話でしたけれども、私は逆に、米

軍が配慮してくれたということ、レーダーか

らですね。普通であれば、ドイツとかそうい

うところでは、こちら側が要求して、それに

米軍側が従うので、本来であれば、ドクター

ヘリとか様々な緊急なヘリコプターが、いつ

でも必要なときに飛べるような状況にしてい

かなければならないと私は思っているので、

それは配慮とは言わないのではないかなとい

うふうに思います。 

私は、合理的に解決するという道は、日米

地位協定を見直しするしかないと思っている

のですけれども、私は、再々質問はいたしま

せん。これは押し問答になるからということ

で。 

ただ、市長には言っておきたいのですね。

「初心、忘るべからず」と申し上げておきた

いというふうに思います。 

次に、行政問題、国保均等割についての再

質問をさせていただきたいと思います。 

今、均等割については、国保のほうで法定

外繰入ということで、国では禁止しているわ

けなのですよね。それは分かっているので

す。 

宮古市も、この事業をやることによってペ

ナルティーを食らって、３００万円～４００

万円を払っているそうなのですよ。毎年、反

省文も書かされているそうです、この事業を

やるために。これはひどいなと。本当に、こ

の国の政府は一体何考えているのかなと私は

思っているのですけれども、これだと、本当

に弱い者いじめだというふうに言わざるを得

ません。 

今、国では、未就学児に対して半額助成を

しているのですけれども、少子化対策とし

て、国に対して、さらに１８歳以下まで均等

割を無料にするよう拡充するべきだというこ

とを市として求めるべきだと思いますが、こ

の点についていかがですか。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 国に対し

て、子供の均等割の拡充について申し入れる

つもりがあるかという質問にお答えします。 

当市として、単独で申入れや要望をするこ

とは考えておりません。 

しかしながら、国民健康保険税の子供に係

る均等割分の軽減措置の対象年齢の拡大及び

軽減割合の拡充につきましては、全国市長会

議において、令和６年６月に重点提言として

決定されております。また、全国知事会にお

いても、同様の提言がなされているものと承

知しております。 
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そのような中で、当市といたしましては、

今後、国による子供にかかる均等割分軽減策

の議論の状況を注視してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 全国知事会と

か、そういうところで国に申入れしているか

ら、市は必要がないのだみたいな、そういう

ふうに受け止めました。そんなことはありま

せん。 

今、国がようやく動いて、未就学児に対し

て半額負担してくれるというのは、これはお

かしいという全国的な運動がきっかけです。

ですから、知事会とか国保審議会とか様々な

団体以外にも、全国的な自治体が声をあげて

ようやく国が動くのです。 

ですから、三沢市として、人任せではなく

て、そういう国に対する要望をするという場

面もたくさんあると思うのですよね。行って

いますよね、いろいろ要請に、行動していま

すよね。そういうところでも、しっかりと市

として要請するべきだと私は思います。 

どうでしょうか、市長、どうでしょうか。

すみません、急に振って申し訳ないのですけ

れども。 

これは市として、市長もお感じになってい

ると思うのですけれども、やはり全国的に、

声をあげていかないと、国は動かないのです

よね。ですから、知事会だからいいとか、何

会だからいいとかではなくて、市として、子

供たちのために均等割、何で子供に加算する

のか分からないのですけれども、これは市と

しても声をあげていく必要があるのではない

かと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（加澤 明君） 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） 今ほどの質問です

けれども、一定のルールがございまして、一

自治体がぽつぽつ手を挙げるよりは、徒党を

組んで組織を動かしていくというのがより理

想的でないかなと思っていますので、方針は

変わらないと。 

以上です。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 市民が聞いたら

本当に悲しんでいるのではないかなというふ

うに思いました。 

そういう団体で動くほうが、効率的という

のですか、合理的だということなのかもしれ

ませんけれども、私は、多くの場で声をあげ

ていくということが、今までも、子供の医療

費無料化であったり、学校給食であったり、

これは本当に地道に各自治体等が声をあげて

実現してきたものだと思っています。ですの

で、私はしっかりと市として対応していくべ

きだということを申し添えて、次の障害者一

般就労について質問させていただきたいと思

います。 

まず企業が、青森県、そして三沢市の障害

者雇用が減少しているということですね。こ

れはちょっと残念だなと私は思っていまし

て、三沢市としても、福祉的観点から様々な

イベントとか、一生懸命やっているというこ

とは承知しておりますが、どうしても企業の

ほうまでそれが浸透していないといいます

か、様々な障害者に対する雇用をした場合

に、特典と言ったらあれですけれども、いろ

いろな補助があるわけですよね。そういった

ことも含めて、一番働きかけが大事だという

ふうに思っています。 

先ほど、中小企業の団体の方々にこれを提

案していきたいというふうにおっしゃってい

ましたけれども、そのときに、前も言ったの

ですけれども、強調していただきたいのが、

障害者を雇用したことでどれだけ企業にメ

リットがあるのかということをもっともっと

強くアピールしていかなければならないと私

は思うのですよね。 

それと同時に、ジョブコーチ、障害者の方

が雇用に慣れるまでの間を担当する指導員、

そういった専門的な方をずっと置いてもらう

とか、それにも補助が必要だと思うのですけ

れども、そういったことも含めて、セットで

中小企業に働きかける必要があると思いま
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す。その点についていかがでしょうか。 

○議長（加澤 明君） 経済部長。 

○経済部長（坂岡敏行君） ただいまの、企

業へもっと働きかけ、企業へのメリット等の

アピールをしたらどうかという御質問にお答

えいたします。 

先ほど、私のほうで申し上げました中小企

業振興会議ですけれども、私も経済部長に

なってから２年間、全ての会議に出席してお

りますが、この中でも、障害者雇用について

は話題に上がっておりました。ということ

で、今回こういった質問の中で、もう一度中

小企業振興会議の中でももちろん取り上げ

て、さらには、健康福祉部で行っているとこ

ろと我々経済部が行っているところを一緒に

連携しながら取り扱ってみてはどうかという

ことで、今回お答えさせていただきました。 

その中で、今回の取組というのは、民間の

協力というのが不可欠であります。そういっ

た中で、確かに今おっしゃられたとおり、全

国では数値が上がっているのに、青森県、三

沢市で数値が若干下がっているというところ

の理由、原因、この辺も分析してみたいと

思っております。 

そういった中で、中小企業振興会議にもお

諮りしたいし、また、御紹介いただいた栗原

市、あるいはそのほかにもいろいろな成功事

例というのがあるかと思いますので、そう

いったところも調査しながら、我々もそうい

う企業に紹介して取り組んでまいりたいと

思っております。 

また、先ほど申し上げました国の補助と

いったものも健康福祉部のほうと連携しなが

ら説明していきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、奥本菜保巳

議員の質問を終わります。 

この際、午後１時まで休憩します。 

午前１１時５８分 休憩 

──────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（加澤 明君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ここで、議長を交代します。 

○副議長（佐々木卓也君） 議長を交代しま

した。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 小比類巻孝幸議員の登壇を願います。 

 小比類巻議員。 

○６番（小比類巻孝幸君） 議席６番、市民

クラブの小比類巻孝幸でございます。本議会

最後の一般質問になります。よろしくお願い

いたします。 

通告に従いまして、２点質問させていただ

きます。まず、騒音移転跡地の活用について

であります。 

三沢基地飛行場周辺では、飛行場東側の四

川目地区が、昭和５４年に航空機の音が著し

くうるさい区域とされる第２種区域に指定さ

れて以降、昭和６３年より住民の念願であっ

た集団移転が本格的に開始され、平成２２年

までには、四川目地区、浜三沢と岡三沢地区

の一部、五川目地区及び天ヶ森・砂森地区

の、合わせて５５０戸を超える集団移転事業

が大規模に実施されてきました。 

現在、その結果として、基地周辺に約６３.

６ヘクタール、天ヶ森・砂森地区も合わせる

と約８４.７ヘクタールに及ぶ広大な集団移転

跡地が形成されています。 

この集団移転跡地の位置づけについて、防

衛省の集団移転事業の紹介では、「公園緑地

などへ一体的に有効利用が可能な跡地」と明

記されており、国が定めた利用制限や航空機

騒音の問題はあるものの、第２種区域として

国有地となった後も、国や市民が利用可能な

土地となっています。 

集団移転跡地の利用について、三沢市で

は、これまでドッグランや四川目ふるさと公

園などの市民の憩いの場としての整備やモト

クロス競技場や畜産用の牧草地などへ土地の

貸出し及び冬期間は雪捨て場など、一部につ

いては市民の希望を反映した利活用を行って

きました。 

しかし、いまだ三沢地域の中心部には雑草
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に覆われた広大な土地が未利用のまま残され

ている現状であり、そのため、市民の方との

対話の中でも、「スポーツ公園的な整備がで

きないか」という相談や「自衛隊や国の施設

を誘致・要望してはどうか」など、移転跡地

の利用について多くの御意見をいただいてお

ります。 

そこで、まず、三沢市における現在の移転

跡地の利活用状況についてお答え願います。 

国有地となっても、三沢市に存在する土地

であり、活用の仕方次第で、市民の大きな財

産となる移転跡地を放置することなく、市の

発展や市民生活に生かされるよう、広く市民

の要望・意見を募りながら、そして国にも移

転跡地活用の重要性を認識してもらい、具体

的・計画的な利活用政策を共に行っていくこ

とが必要であると考えます。 

また、現在の移転事業の進捗を見据えます

と、市街地周辺にまで移転跡地が広がる可能

性が大きく、移転跡地の利活用は、三沢基地

と三沢市民との共存共栄を続けるためにも早

期に着手するべき政策と考えます。 

そこで、２点目として、移転跡地の活用に

対する今後の取組について、三沢市のお考え

をお答え願います。 

続きまして、空き家バンク制度について質

問いたします。 

空き家バンクとは、行政が空き家または空

き地の情報を集約して、利用を希望する人に

紹介する制度であり、移住・定住を促進して

人口減少の歯止めや地域の活性化などの効果

が期待できるため、現在、全国の市区町村の

７割以上で制定されています。 

空き家バンク制度のメリットとして、紹介

手数料が削減できたり、新しく土地を取得し

て新築で家を建てるよりも安価で家が買えた

り借りられたりするなどのコスト面や、自治

体が保障することで、新しく居住を希望する

方々も安心して空き家を利用できることなど

が挙げられます。 

空き家バンク制度は、青森県において、４

０自治体中３７市町村で既に制定運用されて

いますが、県内１０市のうち制定に至ってい

ないのは三沢市だけであります。 

この状況について、令和６年６月議会での

久保田議員の一般質問に対して、市当局の答

弁では、「今年度、空家等対策計画の見直し

作業が予定されていること、制定後には市

ホームページを活用し、物件情報や市の支援

策などを掲載、ＰＲに努める」との回答でし

たが、空き家バンク制度を制定する時期や計

画内容についての明確な回答はなされません

でした。 

三沢市の中心市街地では、活性化促進地域

であるにもかかわらず空洞化が進行していま

す。人口減少や中心市街地活性化などへの対

策の一つとして、多くの市民が活性化促進地

域に居住し、賑わいをともに創出することが

重要であるため、空き家を効率的に活用でき

る空き家バンク制度は、地域活性化への大き

な一助となる政策であります。 

さらに、今後の可能性としての住民移転に

おいて、居住地の選択肢を広げることができ

る重要な政策であると考えられることから、

令和７年度の制定、運用開始を強く求めたい

と思います。 

そこで、まず、三沢市における市街地を中

心とした空き家の状況についてお答え願いま

す。 

さらに、２点目として、空き家バンク制度

に対する市の取組についてお答え願います。 

以上で、私の壇上からの一般質問を終わら

せていただきます。御答弁のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの小比

類巻孝幸議員の質問に対する当局の答弁を求

めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの小比類

巻議員御質問の行政問題の騒音移転跡地の活

用についての第１点目、現在の移転跡地の利

活用状況については私から、そのほかにつき

ましては、副市長並びに担当部長からお答え

させますので、御了承願いたいと存じます。 
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 三沢飛行場周辺の基地騒音対策に係る移転

事業につきましては、防衛施設周辺の生活環

境の整備等に関する法律に基づき、騒音区域

として、第２種区域及び第３種区域に指定さ

れた地区の宅地等について、所有者の希望に

より国が土地の買入れ、移転補償を行うもの

でございます。 

当該法律により、これまで当市で行われた

移転事業に伴う移転跡地の総面積につきまし

ては、三沢市の総面積１万１,９３９ヘクター

ルに対し、約５１１ヘクタールであり、この

うち有効活用している移転跡地は９０ヘク

タール、割合にして約１７.６％となっており

ます。 

当市が東北防衛局から使用許可を受け、借

り受けて活用している主なものといたしまし

ては、牧草地が６９.５ヘクタール、四川目

モータースポーツ広場が７.８ヘクタール、四

川目ふるさと公園が約４.４ヘクタール、馬力

大会会場等に使用する四川目多目的広場が約

４.２ヘクタール、野球練習場として使用され

ている向平運動広場が約２.４ヘクタールと

なっております。 

また、民間の個人及び法人が使用許可を受

け、借り受けして活用しているものといたし

ましては、駐車場や資機材置き場等として約

０.４ヘクタールの利用となっております。 

これらのほか、一時的に使用許可を受けて

活用しているものとして、航空祭での臨時駐

車場敷地やお盆、年末年始等、繁忙期におけ

る空港利用者専用の駐車場敷地、冬季の雪捨

て場敷地等で活用しております。 

私からは、以上です。 

○副議長（佐々木卓也君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 行政問題の騒音

移転跡地の活用についての第２点目、移転跡

地の活用に対する今後の取組についてお答え

いたします。 

これまでの当市における移転跡地の活用に

つきましては、現に移転跡地を活用している

関係各課に対し、移転跡地の利用状況につい

て確認するとともに、利用計画を立案、協議

するなどして活用を進めてまいりました。 

また、関連団体から意見聴取を実施し、平

成２５年度に、市ホームページ、広報みさわ

及びマックテレビにより、移転跡地利用計画

の意見募集を行うなど、広く移転跡地の有効

活用について検討してきております。 

こうした中において、移転跡地の活用の検

討を進める上で、四川目地区をはじめとする

飛行場の東側の移転跡地は、津波浸水想定区

域に含まれる部分が広範にわたるため、多く

の市民が集う場所として活用することは適当

でないという御意見もあり、それぞれ移転跡

地の存在する場所により、目的や活用方法が

異なってくるものと考えてございます。 

御質問の今後の取組についてであります

が、現時点で、移転跡地の政策的な活用には

至っておりませんが、今後、当市の移転跡地

の活用状況を注視するとともに、他市等の移

転跡地の活用事例を調査・研究するととも

に、将来にわたって、市民にとって有益な移

転跡地として活用できるように、鋭意検討し

てまいりたいと考えてございます。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 副市長。 

○副市長（佐々木 亮君） 行政問題の空き

家バンク制度についての第２点目、空き家バ

ンク制度に対する市の取組についてお答えい

たします。 

空き家バンク制度は、空き家の利活用を促

進するため、自治体が空き家情報を収集・管

理し、ウェブサイト等を通じて、所有者と利

用希望者とのマッチングを支援することで空

き家の流通を促進し、地域の活性化を図るこ

とを目的としております。 

当市におきましても、空き家対策は重要な

課題であると認識しており、移住・定住等の

観点からも、空き家の利活用を進めていく必

要があると考えております。 

空き家バンク制度の構築につきましては、

第２次三沢市空家等対策計画の策定作業の中

で、現在、実施している空き家の所有者への

意向調査の結果等を踏まえ、より利便性の高
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い制度の構築に向けた検討を行っておりま

す。 

また、空き家バンクの構築・運営に当たっ

ては、物件の調査や売買など不動産に係るノ

ウハウが必要不可欠と考えております。 

このことから、令和５年１２月に施行され

た改正空家等対策の推進に関する特別措置法

において、新たに創設された空家等管理活用

支援法人制度の活用を考えており、現在、法

人の指定に向けた募集を行っているところで

ございます。 

当市といたしましては、このような取組を

着実に進め、来年度中の空き家バンク制度の

構築を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題、

空き家バンク制度についての第１点目、市街

地を中心とした空き家の状況についてお答え

いたします。 

近年、人口減少や少子高齢化を背景に全国

的に空き家の増加が深刻な問題となってお

り、当市におきましても、重要な課題である

と認識しております。 

また、空き家は、防災・防犯上のリスクの

ほか、景観の悪化や衛生上の問題、さらには

コミュニティの弱体化など、地域に悪影響を

及ぼす可能性があるため、空き家の適切な管

理や利活用の促進など、総合的な取組を実施

していく必要があると考えております。 

当市における空き家の状況につきまして

は、令和２年度に市内全域を対象とした実態

調査を実施しており、それ以降は、町内会や

市民の皆様からの情報提供を基に随時データ

を更新し、空き家の把握に努めているところ

でございます。 

御質問の市内における空き家は、令和７年

１月末現在、７７５件であり、前年度の７８

１件から６件減となっております。 

また、平成１９年から平成２５年までを計

画期間としていた三沢市中心市街地活性化基

本計画における区域内の空き家は２０５件と

なっており、そのうち利活用可能な空き家に

つきましては１６７件と想定しております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 小比類巻議員。 

○６番（小比類巻孝幸君） 御答弁ありがと

うございました。 

それでは、質問の順に再質問させていただ

きたいと思います。 

まずは、騒音移転跡地の活用について、小

檜山市長のほうから、現在の移転跡地の利活

用状況、私の三沢市のホームページのほうか

ら拾った面積とか、それとちょっと違う数値

で御説明していただきましたが、市長がお話

ししていただいた面積５１１ヘクタールが正

しい数値だと思いますので、私の質問中での

数値は訂正させていただきたいと思っており

ますが、その中でも、利活用できているとこ

ろは、そのうちの５分の１程度の面積だとい

うお話でした。ただし、非常に市民の要望を

酌んで様々な分野で利用させていただいてい

ると。 

私も、先ほどの質問の中でも申し上げまし

たけれども、市民からも、その利用につい

て、土地の利用ですので、できないかという

相談、何件もいろいろな分野でいただいてお

ります。 

ただ、それを市役所のほうですとか、三沢

防衛事務所のほうに相談しても駄目ですよと

いうことはないのですね。条件はあるけれど

も一緒に考えましょうと言っていただけてい

て非常にありがたいなと思っております。そ

れが、今、市長からお話ししていただいたよ

うな広い分野に利活用できているところだと

思います。 

ですので、１番目のほうの状況としては、

市民の意向は酌んでくれているなということ

を確認させていただきましたので、再質問は

ないのですが、２番目の今後の取組のベース

になるのですけれども、今の活用状況の話を

聞いても、これは国有地なのです。国の土地

なのですが、国の施設、国の活用、国が主導
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になった活用がない。要は、市として頭を下

げて使っているものしかない。 

やはり市民としては、市の発展のために

も、国の土地なのだから、国の施設が来て、

外から人がどんどん来るとか、新しい発展が

あるとか、そういうことも期待する声が多く

て、市民が意見する利用計画のものがあっ

て、市民の意見を酌み取っていますよという

当局の部長からの活動内容も説明していただ

いたのですけれども、まず第１点目、要は、

市民の意見を酌み取る活動は今も続けている

のか。もし続けているのであれば、今現在、

ここ数年間のうちに、また新しいどういう希

望が市民のほうから寄せられているのか。そ

ういう経過がありましたら、具体例がありま

したら、教えてください。 

○副議長（佐々木卓也君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えしたいと思います。 

関連団体からの意見聴取ですとか、ホーム

ページとか、広報みさわ、マックテレビでの

意見募集というようなことでしておりました

けれども、先ほど申し上げましたように、震

災以降、津波浸水想定区域が含まれるという

ことも、東側が特にありましたので、現時点

では、市民からの意見募集は行っていない状

況でございます。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 小比類巻議員。 

○６番（小比類巻孝幸君） 震災ですとか災

害の関係もあって、少しそこの利用促進は中

断しているというような形と受け止めまし

た。ただし、市民からの意見は多い。 

特に、国に要望して、市の政策として進ん

でいる岡三沢地区の移転が、国に認められた

暁には、市街地に近いところが国有地になっ

ていくというところで、三沢市としても国と

協議して、市民の意見を……。 

市民は、強い意見を持っている方々、様々

ないいアイディアを持っている方々、理解を

していただける方々がいらっしゃるので、国

と協議する場というのはしっかり設けていか

ないといけない、パイプをつくっていかなけ

ればいけないと思います。 

その中で、我々、基地対策委員会でもよく

議題に上がりますけれども、在り方検討会議

ですとか、国と三沢市が特別に膝を交えて話

ができるというところもあるわけですよね。

そこをちゃんと強固にして、第２滑走路を契

機とした在り方検討会議でしたけれども、そ

こはどんどん三沢市の必要なものというもの

を国に理解してもらえるような窓口にできる

のではないかと思うのです。 

ここの再々質問になりますけれども、市当

局として、市民の意見、もしくはこれからの

三沢市の財産としての土地利用ということを

国に要望するという窓口をちゃんとつくって

いく、パイプを太くしていくという考えにつ

いて、市はどのようにお考えなのかお知らせ

ください。お願いします。 

○副議長（佐々木卓也君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再々

質問にお答えいたします。 

まず、移転跡地の有効活用ということでい

きますと、やはり三沢市でもまちづくりを進

める上では有効な手段の一つであるというふ

うに考えてございます。 

その上で、議員からもお話がありましたよ

うに、国への働きかけということは、これは

非常に重要なことだと思います。そういう中

でも、具体なプランがなければ、国に対して

も物を言えないというような状況になるかと

思いますので、先ほど御答弁申し上げました

けれども、将来にわたって、市民にとって有

益な移転跡地として活用できるように、まず

は庁内で議論を進めてまいります。 

それとは別に、何か新たな組織を立ち上げ

るなどして、国のほうとも対等に話ができる

よう今後検討してまいりたいというふうに考

えてございます。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 小比類巻議員。 

○６番（小比類巻孝幸君） ただいま移転地

利用について、専門的な組織までつくってと
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いうことで検討していただけるというお話で

したので、ぜひとも、我々、市議会の特別委

員会としても注視していきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次に２番目に進ませていただき

ます。空き家バンク制度について。 

答弁が１番と２番が前後しましたけれど

も、空き家の状況についての説明についてで

す。 

令和７年度１月の速報値を出していただき

ましてありがとうございます。その中では、

市内は７７５件の空き家がある。その中で、

市中心部の活性化地域は２０５件と。 

まず２番目の一般質問は、市街地活性化の

一助となるためのということで質問させてい

ただいたのですが、この件数を見ると、要は

北浜ですとか春日台の周辺地域が５７０件あ

るということで、そういう地区を回っていま

すと、よくお年を召した方々から「私住んで

いるけれども、私がいなくなれば、ここの家

が空き家になる。その隣も、隣もだ。この３

軒、あと１０年すれば空き家になる」という

ことをおっしゃる方々も多くいらっしゃいま

して、空き家対策、人口減少、まったなしだ

なと思って聞いていましたけれども、こうい

う数値が出てくると、本当にすぐにでもどう

にかしなければと思っております。 

今回は、中でも中心部のほうにスポット当

てて聞かせていただきたいと思いますが、中

心部の２０５件、その中で利用可能なのが１

６７件とあります。利用できないところにつ

いては、取り壊したり、更地にして、今度は

活用したりということが必要になってくるの

だと思います。 

この空き家バンク制度なのですけれども、

１番目について突っ込んで再質問というのは

ないのですけれども、２番目の空き家バンク

制度に対する市の取組で、副市長から「もう

来年度にはスタートしたい」というありがた

いお言葉をいただきました。これは、ぜひ計

画どおり進めていってほしいところなのです

けれども。 

空き家バンク制度というのは、家だけでは

なくて土地も一緒にできるということで、ま

ずは、今答弁にありました、空家等管理活用

支援法人の方法を利用してというお話で、私

も勉強させていただいて、ちょうどその資料

がここにありましたので、イメージとして、

市区町村が空き家バンクをスタートしますと

国交省に申請するのですが、そこから空き家

の所有者や欲しい人、買いたい人の間に空家

等管理活用支援法人というのが入って業務運

用を全て任せるような形の法人だと、国交省

の資料でそのように理解していたのですけれ

ども、三沢市として、登録した空き家、空き

地の売買などの業務をどういう人たちに法人

で任せて、どういう内容で運用していくの

か。法人の位置づけと組織づくりをどのよう

に三沢市は考えているのか、ちょっと教えて

ください。 

○副議長（佐々木卓也君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 当市が今募

集をかけております空家等管理活用支援法人

について御説明いたします。 

空家等管理活用支援法人は、自治体が空き

家の利活用や管理に取り組む社団法人、ＮＰ

Ｏ法人などを指定するものであります。 

指定した場合に、支援法人として具体的な

取組は２点ございます。１点目は、専門知識

が不足しがちな自治体を支援し、空き家対策

の効率化を図ること。もう一つは、空き家所

有者への情報提供。この情報提供の中には、

国の財政金融支援措置や税制による支援措置

の情報も含みます。情報提供のほかにも、相

談対応を通じて適切な管理や利活用を促進す

ることを図ることとしております。 

空き家バンク自体の運営は、市が運営する

こととなります。現在、募集中でありまし

て、３月３１日を申込み期限とはしておりま

すが、今現在まだ申込みはございません。 

 以上です。 

○副議長（佐々木卓也君） 小比類巻議員。 

○６番（小比類巻孝幸君） 今、空家等管理

活用支援法人についての説明をしていただき
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ました。 

ちょっと難しくて、私も不動産は素人なも

ので理解にはまだ時間がかかると思うのです

が、業務をどういう方に任せるのか、まだ手

を挙げてくれる方がいらっしゃらないという

話だったのですが、空き家バンクは、実は県

内１０市の中で三沢市以外は、要はやってい

るということです。 

全国版空き家バンクは、アットホームに国

交省が委託して管理してもらっている掲載件

数が１万件、参画自治体数８５３自治体とい

うものですけれども、それを見ても、十和田

市は１２件、むつ市は８件、つがる市も２３

件。三沢市規模ですと７００件も三沢市は空

き家があるのですが、実際これに登録すると

きには、そのくらいの規模でスタートするこ

とになるのではないかと思うのです。 

でも、私たちが空き家バンクを調べて、先

進地調査をしますと、登録の多い広島とかに

行きますと数百件の登録があったり、要は、

長い年月やっているところは成功している例

があります。成功例に準じたことをやるため

には、不動産のノウハウを身につけるため

に、地元の不動産業者とか地元の知見を持っ

た方々が空き家バンクを理解して、協力して

くれるのが物すごく大事なのではないかと思

います。 

ぜひ、誰か手を挙げるのを待ってくれる入

札制度ではなくて、空き家バンクが成功して

いる自治体を調査しても、職員の方が何人

も、もう汗かいて、もう靴を何足も壊して、

歩きました、歩きました、頭下げました、も

う絶対それなのですよ。 

ぜひ、そういう形で、こういう法人をつく

るからということではなくて、やはり市町村

の意気込み、気合というのが大事だと思うの

で、やっていただきたい。法人をつくるとい

うことは、直接、空き家の所有者、売手、買

手と交渉するのではなくて、要は、我々市区

町村のやることは何かというと、売手や買手

の人たちに有益な制度にしていくことが大事

だと思うのです。 

何かというと、国交省でも推奨しているの

が、空き家に使える補助金、助成金という、

例えばセーフティーネット、困っている方々

が、買うところまでいかないのだけども、借

りてちょっと直したり、あとは持っている人

たちが直してしっかり売れるようにする、貸

せるようにする、もしくは使えないところは

取り壊して、土地として売買するようにする

という補助金が、すごく空き家バンク制度を

調べると、国でどんどんそういうふうに活性

化してくださいと出てきているのですね。 

こういうところも併せて、市として調査し

ながら、国からこういう補助金制度を導入し

ていかなければいけないと思うのですが、最

後に、そういうところに対して市は今どのよ

うな取組をされているのか、教えてくださ

い。お願いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 先ほど

ちょっと欠けたのですけれども、国のほうで

やっております財政、金融、税制による支援

措置というものが、細かくいろいろなものが

ございます、条件も異なったり。 

ＮＰＯ法人や民間事業者などによる空き家

の利活用や除却にかかる取組に対しての支援

策となっておりますけれども、そのようない

ろいろな支援を事務方も勉強しながら、空家

等管理活用支援法人と連絡も取りながら、市

民の方が空き家の利活用を図れるように取り

組んでまいりたいと思います。 

当然、地元の不動産業者のほうにも御協力

いただかなければ登録物件数は伸ばせません

ので、充実を図るために連携をどんどんして

いって、空き家バンクに登録していただける

ように取り組んでまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、小比類

巻孝幸議員の質問を終わります。 

これをもって一般質問を終わります。 

───────────────── 

  ◎日程第 ２ 議案第 ２号から 

   日程第２９ 議案第２９号まで 
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○副議長（佐々木卓也君） 次に、日程第２ 

議案第２号令和７年度三沢市一般会計予算か

ら、日程第２９ 議案第２９号市道の路線の

認定についてまでを一括議題といたします。 

───────────────── 

  ◎日程第３０ 総括質疑 

○副議長（佐々木卓也君） 日程第３０ た

だいま一括議題といたしました全議案に対

し、総括質疑を行いますが、通告がありませ

んので、総括質疑を終結します。 

───────────────── 

  ◎日程第３１ 特別委員会の設置及び 

議案の付託 

○副議長（佐々木卓也君） 日程第３１ 特

別委員会の設置及び議案の付託を行います。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第２号

から議案第２９号までの審査に当たりまして

は、１６名をもって構成する予算審査特別委

員会、８名をもって構成する補正予算審査特

別委員会、８名をもって構成する条例等審査

特別委員会をそれぞれ設置し、これに付託の

上、慎重に行いたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（佐々木卓也君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、予算審査特別委員会、定数１６

名、補正予算審査特別委員会、定数８名、条

例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ設

置し、これに付託することに決しました。 

 それでは、議案の付託を行います。 

 予算審査特別委員会には議案第２号から議

案第９号までの計８件を、補正予算審査特別

委員会には議案第１０号から第１６号までの

計７件を、条例等審査特別委員会には議案第

１７号から議案第２９号までの計１３件を、

それぞれ付託します。 

───────────────── 

  ◎日程第３２ 特別委員会委員の選任 

○副議長（佐々木卓也君） 日程第３２ 特

別委員会委員の選任を行います。 

 ただいま設置されました３特別委員会の委

員の選任については、三沢市議会委員会条例

第８条第１項の規定により、タブレットに配

信しております特別委員会委員及び付託議案

一覧表のとおり指名します。 

 なお、特別委員会委員の方々は、次の休憩

中に、委員長、副委員長をそれぞれ互選し、

議長まで報告願います。 

 また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、初めに予算審査特別委員会を

大会議室において行い、引き続き補正予算審

査特別委員会を大会議室、条例等審査特別委

員会を第２会議室において、それぞれ願いま

す。 

 この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。 

午後 １時４５分 休憩 

──────────────── 

午後 １時５３分 再開 

○副議長（佐々木卓也君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 ここで、執行部より発言の訂正の申出があ

りますので、発言を許可します。 

市民生活部長。 

○市民生活部長（田中 誠君） 先ほど、小

比類巻孝幸議員の御質問で、空き家バンク制

度についての再質問の答弁の中で、空家等管

理活用支援法人の募集期間を３月３１日まで

と申し上げましたが、３月１１日の間違いで

ありました。大変申し訳ありませんでした。 

○副議長（佐々木卓也君） 先ほど設置され

ました３特別委員会の委員長、副委員長の互

選の結果を報告します。 

 予算審査特別委員会委員長、小比類巻雅彦

委員、副委員長、春日洋子委員。補正予算審

査特別委員会委員長、小比類巻孝幸委員、副

委員長、下山光義委員。条例等審査特別委員

会委員長、瀬崎雅弘委員、副委員長、西村盛

男委員とそれぞれ決した旨の報告がありまし

た。 

───────────────── 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、本日の
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日程は終了しました。 

 なお、明日から１３日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。 

 次回本会議は、１４日午前１０時から会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会します。 

午後 １時５４分 散会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


